
 

 

台東区告示第７９０号 

 

物品買入れ等競争入札参加者の資格に関する告示（平成２０年１１月台東区告示第６６４号）

の一部を次のように改正する。 

 

平成２２年１２月１日 

                             台東区長 吉 住  弘     

 

第８の１（１）を次のように改める。 

 

（１） 行政書士の登録方法 

代理申請をしようとする行政書士は、事前に日本商工会議所又はセコムトラストシステム

ズ株式会社が発行する「行政書士用電子証明書」を購入のうえ、インターネットを利用して

下記共同運営電子調達サービスのサイトにアクセスし、電子証明書その他の必要事項を共同

運営電子調達サービスに登録しなければならない。 
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